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暮らしの情報ページ

７
月
１
日「
狭
山
市
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
」が
施
行
さ
れ
ま
す

土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
・
盛
土
・

た
い
積
に
つ
い
て
、必
要
な
規
制
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、市
民
の
皆
さ
ん
の
安
全
な

生
活
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る「
狭
山
市
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立

て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」が
、３
月
定

例
市
議
会
で
可
決
・
制
定
さ
れ
、平
成
１４
年

７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
条
例
は
、市
内
に
建
設
残
土
を
大

量
に
持
ち
込
ん
で
た
い
積
す
る
こ
と
に
よ

る
崩
落
被
害
や
、汚
染
さ
れ
た
土
壌
に
よ

る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、罰
則
を
規
定

し
法
的
拘
束
力
を
持
た
せ
、よ
り
実
効
性

の
あ
る
規
制
措
置
と
し
て
残
土
対
策
を
図

る
も
の
で
す
。

７
月
１
日
か
ら
、市
内
で
埋
立
て
な
ど

を
行
お
う
と
す
る
事
業
主
は
、そ
の
土
地

が
５
０
０
�
以
上
で
あ
る
か
そ
の
他
の
要

件
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、条
例
に

よ
り
規
定
の
届
出
書
と
添
付
書
類
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
許
可

ま
た
は
認
可
を
受
け
て
行
う
埋
立
て
な
ど

や
、安
全
な
生
活
環
境
の
確
保
に
支
障
が

な
い
も
の
と
し
て
市
長
が
特
に
認
め
る
も

の
は
、届
出
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。も
し

届
出
を
し
な
い
で
埋
立
て
な
ど
に
着
手
し

た
り
、措
置
命
令
や
改
善
命
令
に
違
反
し

た
場
合
は
、最
高
で
６
か
月
以
下
の
懲
役

ま
た
は
５０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ

ま
す
。届
け
出
後
３０
日
間
は
、基
準
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査
期
間
と
し
、

埋
立
て
な
ど
に
着
手
で
き
ま
せ
ん
。基
準

に
適
合
し
な
い
場
合
は
、計
画
の
変
更
や

中
止
命
令
が
出
さ
れ
、こ
れ
に
従
わ
ず
実

施
し
た
場
合
に
は
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、７
月
１
日
以
前
に
着
手
し
て
い

る
も
の
で
引
き
続
き
施
工
す
る
も
の
に
つ

い
て
も
、条
例
施
行
後
３０
日
以
内
に
届
け

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

●
埋
立
て
の
場
合

隣
接
す
る
道
路
な
ど
か
ら
、掘
削
は
３

ｍ
以
内
で
、埋
立
て
は
１
ｍ
未
満
と
す
る
。

●
盛
土
の
場
合

擁
壁
を
設
置
し
、周
辺
の
土
地
な
ど
か

ら
高
さ
が
５
ｍ
未
満
で
勾
配
は
３０
度
以
下

と
す
る
。

●
た
い
積
の
場
合

周
辺
の
土
地
な
ど
か
ら
高
さ
が
５
ｍ
未

満
で
勾
配
は
３０
度
以
下
、期
間
は
１
年
未

満
と
す
る
。

※
土
壌
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、土
砂

等
の
採
取
地
に
よ
っ
て
は
、土
質
分
析
や

施
工
区
域
の
土
壌
と
の
分
断
措
置
が
必
要

と
な
り
ま
す

埋立て

盛土・たい積

●問い合せ生活環境課へ内線３６８０～３６８２
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暮らしの情報ページは主に市からのお知らせを掲載します。申し込み・問い合わせは�の記号で表します。
市役所の所在地は〒３５０‐１３８０ 狭山市入間川１‐２３‐５、電話番号は�042‐953‐1111です。

今年８月５日から
住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始�

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

《住民基本台帳ネットワークシステムの概要》
全国の市区町村と都道府県を専用回線で結び、本人確認情報が都道府県や全
国センターに記録・保存されます。その情報は、法律で定められた事務について
のみ提供されます。これにより、全国共通の方法で本人確認ができるようにな
り、国の行政機関などでの手続きや届け出が簡略化されることになります。

《住基ネット・システムの概要図》

平成１１年８月に住民基本台帳法
が一部改正され、今年の８月５日
から、全国民を対象とした「住民基
本台帳ネットワークシステム」（以下「住
基ネット」）が一部開始されます。こ
の住基ネットにより、これまで、国
や都道府県などへの各種登録や申
請の際に、本人確認のために必要
とされていた住民票の写しの添付
が一部不要になるなど、手続きが
簡略化されます。また、平成１５年８
月（予定）には、本人の申請により
住民基本台帳カード（ICカード）が
交付され、このカードで全国どこ
の市区町村でも、住民票の写しが
受け取れる、広域交付などの新し
いサービスも予定されています。

●問い合わせ
市民課へ内線１０３３・１０３４

国の行政機関など全国センター
（指定情報処理機関）

本人確認情報提供 ※

�氏名�生年月日�性別�住所�住民票コード
�付随情報（�～�の変更年月日） ※住基ネッ
トを運用するために住民基本台帳に８月５日現
在記載されいているすべてのかたに付番される、
無作為の１１桁の数字で、この番号は８月中旬以
降に郵送でお知らせします

都道府県サーバ
（埼玉県サーバ）

市区町村サーバ
（狭山市サーバ） 市町村サーバとは…市町村にす

でに設置されている住民基本台
帳事務のためのコンピュータ
と、住基ネットワークの橋渡し
をするためのコンピュータ

民間・法律に指定され
ていない機関

募

集

●
市
立
学
童
保
育
室
夏
期
臨
時
職
員

採
用
期
間
７
月
２２
日
�
〜
８
月
３１
日
�

対
象
高
校
卒
業
以
上
の
か
た

定
員
２４
名

�
６
月
２４
日
�
ま
で
に
履
歴
書
を
持
っ
て

児
童
福
祉
課
へ
内
線
１
５
３
２

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
平
成
１３
年
度
体
育
賞
表
彰

全
国
大
会
な
ど
で
優
秀
な
成
績
を
お
さ

め
、体
育
協
会
で
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

ゆ

み

優
秀
選
手
賞
吉
田
郁
子
、駒
宮
裕
美
、高
木

ふ
と
し

い
け

渡
、水
村
太
志
、木
村
奈
々
子
、細
野
茜
、池

が
や

み
ち
た
ね

ゆ
う

谷
寛
之
、野
田
道
胤
、浜
口
辰
也
、植
田
祐

ぞ
う

ま
も
る

み
つ
の

造
、川
久
保
衛
、光
野
誠

優
秀
団
体
賞
Ａ

Ｓ
エ
ル
フ
ェ
ン
Ｆ
Ｃ
、ホ
ン
ダ
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
�
男
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
、セ

コ
ム
�
ラ
グ
ビ
ー
部
、本
田
技
研
ル
ミ
ノ

ッ
ソ
狭
山
Ｆ
Ｃ
、入
間
野
中
学
校
男
子
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
部
、狭
山
市
Ｃ
、富
士
見
ビ
ク

ト
リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

奨
励
賞（
個

ゆ
う
き

ゆ

人
）村
上
雄
紀
、鵜
飼
美
菜
、水
野
肇
、林
佑

み

こ
実
子

※
敬
称
略

�
体
育
課
へ
内
線
５

７
１
１

●
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室

日
時
７
月
３
日
〜
２６
日
の
毎
週
水
・
金
曜

日
、１８
時
３０
分
〜
２０
時
３０
分

※
全
８
回

対
象
市
内
在
住
、在
勤
の
中
学
生
以
上
の

か
た

定
員
３０
名（
先
着
順
）
費
用
１
千

２
０
０
円（
保
険
料
な
ど
）
場
所
市
民
総

合
体
育
館

�
６
月
１６
日
�
〜
３０
日
�
に

費
用
を
持
っ
て
市
民
総
合
体
育
館（
貸
し

ラ
ケ
ッ
ト
あ
り
）へ
�
９
５
２
‐
０
５
１
１

●
初
心
者
水
泳
教
室

日
時
・
場
所
▽
１
期
▼
７
月
１
日
�
〜
５

日
�
…
入
間
川
小
学
校
▽
２
期
▼
７
月
２２

日
�
〜
２６
日
�
…
狭
山
台
プ
ー
ル

※
時

間
は
い
ず
れ
も
１９
時
３０
分
〜
２１
時
、全
５

回
。両
期
受
講
で
も
費
用
は
１
期
分
の
み

内
容
ク
ロ
ー
ル

対
象
市
内
在
住
、在
勤
の

か
た

定
員
各
５０
名（
先
着
順
）
費
用
４

５
０
円（
保
険
料
）
�
６
月
１７
日
�
か
ら

費
用
を
持
っ
て
体
育
課
内
線
５
７
１
２
か

狭
山
台
体
育
館
へ
�
９
５
８
‐
１
２
０
１

●
入
間
川
小
学
校
プ
ー
ル
開
放

７
月
の
開
放
日
時
６・７・１３・１４・２０
〜
２２・

２７
・
２８
・
３０
日
、９
時
３０
分
〜
１７
時

※
１１

時
３０
分
〜
１２
時
と
１４
時
〜
１４
時
３０
分
を
除

く

�
体
育
課（
入
場
者
は
必
ず
水
着
と

水
泳
帽
着
用
す
る
こ
と
。混
雑
時
は
入
場

制
限
あ
り
）へ
内
線
５
７
１
１

●
バ
ス
ハ
イ
キ
ン
グ

開
催
日
７
月
１４
日
�

対
象
市
内
在
住
、

在
勤
の
か
た

定
員
４０
名（
多
数
は
抽
選
）

費
用
大
人
３
千
円
、中
学
生
以
下
１
千
５

０
０
円（
保
険
料
な
ど
）
持
参
品
弁
当
、

水
筒
、タ
オ
ル
、雨
具
な
ど

場
所
乗
鞍
高

原
方
面（
長
野
県
）
申
し
込
み
６
月
２８
日

�
、１０
時
〜
１０
時
３０
分
に
費
用
を
持
っ
て

６
階
会
議
室
へ

※
１
人
で
２
名
分
ま
で

申
し
込
み
可
。抽
選
会
に
参
加
で
き
る
の
は

１
名
の
み

�
体
育
課
へ
内
線
５
７
１
１
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